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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置、ペナルティの流れ

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①事業年度※単位又は②暦年単位での表明）

①大企業 ３％以上 ②中小企業１．５％以上 ※①事業年度は契約を行う予定の年の４月以降に開始するもの

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点(加算点の5%以上) → （例）施工能力評価型Ⅱ型・・・従来の加算点40点＋賃上げ加算点3点＝加算点合計43点 (3点/43点=6%)

適用対象 ： 令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
但し、令和４年２月１日以降に入札・契約手続運営委員会に諮る調達案件とする。

加点を受けた落札者が以下の書類作成後に総務部
契約課へ提出 （賃上げの実績の確認）

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

財務省主計局法規課から通知された日から１年間

国の総合評価落札方式の調達の全てに対して加点
より大きな割合の減点（加点に１点を加えた減点）

総務部
契約課
に提出

四半期分を
本省大臣
官房会計
課に提出

四半期分を
財務省主
計局法規
課に提出

全省庁分を
財務省が
まとめ

各省各庁
の長へ通
知

総務部
契約課
へ連絡

賃上げ基準に達していない者

※総務部契約課から、賃上げ基準に
達していない企業に減点措置の通知

※
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■適用対象

令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。

但し、令和４年２月１日以降に入札・契約手続運営委員会に諮る調達案件とする。

■関東地方整備局の工事における総合評価方式別の総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措
置
→ 加算点の合計の５％以上の整数となるよう加点の配点を設定

①技術提案評価型Ｓ型等

従来の加算点が６０点満点 → 従来の加算点６０点＋賃上げ加算点４点とし加算点合計６４点満点（4点/64点=約6%）

②施工能力評価型Ⅰ型、Ⅱ型

従来の加算点が４０点満点 → 従来の加算点４０点＋賃上げ加算点３点とし加算点合計４３点満点（3点/43点=約7%）

従来の加算点が３０点満点 → 従来の加算点３０点＋賃上げ加算点２点とし加算点合計３２点満点（2点/32点=約6%）

③技術提案チャレンジ型

従来の加算点が２０点満点 → 従来の加算点２０点＋賃上げ加算点２点とし加算点合計２２点満点（2点/22点=約9%）

④フレームワーク方式、公募型指名競争（地域防災実績評価型、営繕工事は実績評価型）

従来の加算点が１０点満点 → 従来の加算点１０点＋賃上げ加算点１点とし加算点合計１１点満点（1点/11点=約9%）

関東地方整備局における工事の総合評価落札方式における賃上げを実施する企業
に対する加点措置
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